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大町町ファミリー・サポート・センター謝礼金等基準

1　謝礼金
	月曜日から金曜日
（特定日除く）
	午前8時から午後6時まで
	1時間につき
	600円

	
	上記以外
	〃
	700円

	土曜日・日曜日・
祝祭日
	午前8時から午後6時まで
	〃
	700円

	
	上記以外
	〃
	800円


※ 援助活動を受ける子どもが複数（兄弟姉妹に限り2人まで）の場合は、謝礼金はその人数を乗じて得た額とする。
※ 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
※ 最初の1時間経過後は、30分以内は半額、それ以上は1時間とみなす。
※ 特定日とは、8月13日から15日まで、12月29日から翌年1月3日までとする。

2　取消料
	前日までの取り消し
	無料

	当日取り消し
	依頼した時間の謝礼金の半額

	無断取り消し
	依頼した時間の謝礼金の全額



3　送迎費
	
送迎手段

	バス、電車
	実費

	
	自家用車
	1kmあたり35円



4　支払時期
　　謝礼金等の支払いは、援助活動終了後その都度速やかに、依頼会員から協力会員に直接支払うものとする。ただし、依頼会員と協力会員が援助終了後会えない場合は、事前に双方で協議し決定する。
